
①滞納がないことの証明

旧様式 新様式

　　　　税務システムの更改に伴い、令和５年１月から交付する
　　　　県税の納税証明書が変更となります。

②建設業関係書類添付用の証明

旧様式 新様式

【主な変更点】
　・使用目的欄が追加されます。
　・A4横からA4縦に用紙の向きを変更します。



③酒類販売業免許申請用の証明

旧様式 新様式

④ＮＰＯ・公益法人関係書類添付用の証明

旧様式 新様式



⑤自動車税種別割納税証明書（継続検査・構造等変更検査用）

旧様式 新様式


